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防衛医科大学校倫理委員会迅速審査分科会 

について（通知） 
 

                                 改正 令和 3年 3月 30日 

 

 標記について、防衛医科大学校における研究に関する倫理規則（平成２６年防衛医科

大学校達第１１号）第２条第３項の規定に基づき、下記のとおり定めたので通知する。 

 なお、防医教第５３７号（２６．４．１）は、本通知の施行日をもって廃止とする。 

 

記 

 

 （構成） 

１ 防衛医科大学校倫理委員会迅速審査分科会（以下「分科会」という。）は次の各号

に掲げる分科会長及び委員をもって構成する。 

 (１) 分科会長 病院長 

 (２) 委 員 

ア 教務部長 

イ 医学教育部長の指名する者 若干名 

 

 （審査要領） 

２ 分科会による審査要領は次のとおりとする。 

 (１) 前項により指名された委員は、概ね２週間以内に申請のあった実施計画の確認

結果を分科会長に提出するものとする。 

 (２) 分科会長は提出された確認結果を審査したうえで、別紙様式により、委員長に

報告又は必要な措置を講じ委員長に報告するものとする。 

 

 



 （委員会の責務） 

３ 分科会長及び委員は、審査上知り得た情報を正当な理由なくして漏らしてはならな

い。 

 

 （事務） 

４ 分科会に係る事務は教務部教務課において行う。 

 

 （委任規定） 

５ この通知に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は分科会長が定める。 

 

   附 則 

  この通達は、令和元年６月１日から施行する。 

   附 則 

  この通達は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配布区分：各学科目の長、各講座の長、動物実験施設長、共同利用研究施設長 

  



別紙様式 

               迅速審査報告書 

 

 

                            年  月  日 

 

 防衛医科大学校 

   倫理委員会委員長 殿 

 

                        防衛医科大学校倫理委員会 

                        迅速審査分科会 

                        委員名           

 

倫理委員会迅速審査結果について（報告） 

 

標記について、下記のとおり報告する。 

 

                 記 

 

 １ 受付番号 

 

 ２ 申請先区分   迅速審査分科会 

 

 ３ 審査対象    実施計画   出版公表原稿  症例報告 

 

 ４ 申請内容 

 

 ５ 課題名 

 

 ６ 申請者 

 

 ７ 審査判定    非該当  承認  不承認  条件付承認 

           倫理委員会における審議 

 

 ８ 理由 

 


